
京都府後期高齢者医療広域連合副広域連合長の給与及び旅費に関する条

例

平成１９年７月１１日

条例第３１号

（給与等の支給）

第１条 常勤の副広域連合長（以下「副広域連合長」という。）の給与及び旅費

は、この条例の定めるところによりこれを支給する。

（給与の種類）

第２条 副広域連合長の給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とす

る。

（給料等の額）

第３条 給料、地域手当及び通勤手当の額は、次のとおりとする。

⑴ 給料 月額５６３，０００円の範囲内において広域連合長が定める額と

する。

⑵ 地域手当 地域手当の月額は、給料の月額に１００分の９を乗じて得た

額とする。

⑶ 通勤手当 通勤手当の額は、京都府後期高齢者医療広域連合職員の給与

に関する条例（平成１９年京都府後期高齢者医療広域連合条例第２２号）

の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例により算出して

得た額とする。

（給料の支給方法）

第４条 新たに副広域連合長になった者には、その日から給料を支給する。

２ 副広域連合長が任期満了、退職、解職又は失職により副広域連合長でなく

なったときは、その日まで給料を支給する。

３ 前２項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給する

とき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額

は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎と

して日割りによって計算する。

４ 副広域連合長が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

（期末手当）



第５条 副広域連合長で６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」

という。）に在職するものに対し、支給する。これらの基準日前１箇月以内に

退職した者（当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける

者を除く。）についても、同様とする。

２ 期末手当の額は、その基準日現在（前項後段に規定する者にあっては、退

職した日現在）において副広域連合長が受けるべき給料の月額、地域手当の

月額及び給料の月額に１００分の１５を乗じて得た額並びに給料の月額及び

これに対する地域手当の月額の合計額に１００分の１５を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１００分の１４０、１２月に支給す

る場合においては１００分の１５５を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。

⑴ ６箇月 １００分の１００

⑵ ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０

⑶ ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０

⑷ ３箇月未満 １００分の３０

３ 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止

めその他の支給方法に関しては、一般職の職員の例による。

（給与の支給方法）

第６条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法に関しては、一般職の

職員の例による。

（旅費）

第７条 副広域連合長が公務のため旅行したときは、京都府後期高齢者医療広

域連合旅費条例（平成１９年京都府後期高齢者医療広域連合条例第１５号）

の規定を適用して旅費を支給する。この場合において、副広域連合長は、京

都府旅費条例（昭和２５年京都府条例第４３号）第２条第２項に規定する指

定職の職務にある者とみなす。

（補則）

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

附 則



（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

２ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第５条第２項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１６０」とあるのは、「１００分の１４５」と

する。

附 則（平成２１年５月２９日条例第５号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２１年１１月３０日条例第９号）

この条例は、平成２１年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年１１月３０日条例第７号）

この条例中第１条の規定は平成２２年１２月１日から、第２条の規定は平成

２３年４月１日から施行する。


